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［テーマ 基準Ⅰ-A 建学の精神］  

［区 分 基準Ⅰ-A-1 建学の精神が確立している］  

■基準Ⅰ-A-1 の自己点検・評価  

（ａ）現状   

 本学は創立以来、「敬和・温順・質実」の品性を建学の精神として受け継ぎ、加えて

自主創造の気風を培うことによって、人間性豊かで有為な社会人の育成を教育の基本

としてきた。  

創設者の松平濱子は、日本で伝統的に受け継がれてきた和を求め節度を知り、他者

に配慮する日本人の精神を重んじて、「敬和・温順・質実」の品性を高めることを教育

の根幹とした。さらに、専門的知識や技術を修め、学理と応用を体得し、実践的技能

を磨くとともに、自主創造の精神を養うことによって、生産的で有用な人材の育成を

志向した。この「敬和・温順・質実」の品性は、建学の精神として連綿と受け継がれ、

自らを律する規範として関東短期大学の教育上の基本となっている。  

さらに、健康な身体と豊かな情操を育成し、穏健中正の思想と国際的協調の態度の

形成を図り、もって地域社会に貢献できる、国家の進展に寄与できる人間の育成を志

向したといえる。  

平成 22 年度の第三者評価において、「敬和、温順、質実という語は、いささか古め

かしく、今の若者にはわかりにくい。改善されたらどうか」との指摘があり、その後

の点検により下記のとおり解説付きの言葉に代えている。  

 

【建学の精神】  

敬和（人を敬い 人と和する）  

温順（おだやかで すなおに）  

質実（かざりけなく 誠実に）  

また、建学の精神及び「関東短期大学学則」第 1 条を受けて、本学の教育理念を次

のとおり定めている。  

 

【教育理念】  

教育理念は、「敬和・温順・質実」という品性と自主創造の気風とを培うなかで、幅

広い専門教育と実践的教育とを通じ、心身ともに健全にして思想穏健かつ品性のある

豊かな人間性を養い、教育界、福祉界における有為な人材の育成を目指したものとい

うことができる。  

このような人間性を重視する教育のもつ意義は、時代によって移り変わるものだと

しても、社会で必要とされる基本的な態度として、あらゆる時代において、全ての段

階の教育に欠かせない要素であるといえる。この建学の精神と教育の理念は、本学が

（1）専門の学芸を教授し、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、職業

又は実際生活に必要な能力を育成する。  

（2）建学の精神に基づく豊かな人間性の涵養とともに、他者から信頼と期待

される有為な社会人を育成する。  
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行う教育の精神的支柱として、教育課程の編成上にも反映されなければならない。  

こと学問の内容に関しては、個人の思想の自由を尊重しなければならないが、学問

的内容を超えるこのような社会的規範に関しては、本学に働く全ての教職員が「建学

の精神」を踏まえて任に当たるよう求められている。  

建学の精神は、ウェブサイト上や学校案内に明示し、入学式の学長挨拶や新入生に

対するオリエンテーション、校外研修時に常に強調され、また、全学生に配付する「学

生便覧」にも掲載して学内外に周知している。さらに、「敬和・温順・質実」という言

葉を刻んだ記念の碑が学内中心部に置かれ、教職員や学生は日常的に目にすることが

できる。  

なお、学内における創立以来の挨拶用語として使用が奨励されている「ごきげんよ

う」という言葉は、相手の心身の健康を祈る心の表れとして、「礼儀は形から」の例え

のように、本学の建学の精神や教育理念を明確に示している。  

 

（ｂ）課題  

 本学が掲げる教育理念について共通認識をより深めるために、日常の様々な場面や

学習活動のなかでも継続して確認していく姿勢は今後とも必要である。また、ウェブ

サイト上や学校案内にも掲載しているが、さらに様々な場面で広く発信するとともに

各教室へ掲示するなどさらに浸透を図りたい。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］  

［区 分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標が確立している］  

■基準Ⅰ-B-1の自己点検・評価  

（ａ）現状  

建学の精神及び教育理念を受けて、本学の教育目的を次の二つに集約してウェブサ

イト上や学校案内で明示している。  

 

【教育目的】  

（1）生涯学習社会における教育者・保育者として必要な資質・能力を高める

ことにより、教育・福祉の振興に寄与できる人材を養成する。  

（2）自他の人格を尊重し、誠実で品性ある人間性と社会性を高め、良好な人

間関係を形成できる教育者・保育者を養成する。  

 本学では、この教育目的を具体化するため、平成 18 年に教育指導の指針となるべく

「こども学科教育指導計画」を作成した。その内容は（1）教育目標、（2）重点施策、

（3）指導の重点、から成っている。  

具体的には下記のとおりであるが、毎年度、検討を加え、年度当初に全教職員で確認

している。  
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【こども学科教育指導計画】  

１．教育目標  

 本学の建学の精神に掲げる「敬和・温順・質実」の品性と、「自主創造」の気風の養

成に則り、時代の変化に対応する教育に関する理解を深め、専門的知識と技術を修得

させ、幼稚園教諭及び保育士として期待される資質、能力の育成に努める。  

（１）幼稚園教諭として培う資質、能力  

  幼稚園教諭は、幼児を理解し、活動の場面に応じた適切な指導を行う力を持つこ

とが重要であり、家庭との連携を十分に図りつつ、教育を展開する力などが求めら

れている。  

  具体的には、幼児を内面から理解し、総合的に指導する力、保育を構想する力、

実践力得意分野の育成、教員集団の一員としての協働性、特別な教育的配慮を要す

る子どもを指導する力、小学校や保育所との連携を推進する力、保護者及び地域社

会との関係を構築する力などの育成に努める。  

（２）保育士として培う資質、能力  

  保育士は、養護と教育が一体となった乳幼児の保育及び保護者に対する保育に関

する指導を行うとともに、地域の子育て支援の中心的存在として、乳幼児の福祉を

積極的に増進する役割が求められている。  

  具体的には、乳幼児の最善の利益を考える保育観、心身ともに健康、安全で情緒

的安定を保障できる力、発達の理解と育ちを支える保育技術、保護者に対する子育

て支援力、地域や関係機関と連携できる力、乳幼児への大きな影響力を認識し研鑚

に励む態度の育成に努める。  

 

２．重点施策  

（１）よい授業の創造  

  主体的な学習の促進、教育方法の工夫・改善、教育機器・教材教具・インターネ

ット等の有効活用、学生の思いや願いを生かした学習指導、参考図書の充実、授業

時数の確保、研修に励み専門性を高める。  

（２）進路・就職支援の充実  

計画的なキャリア形成の向上、個性と適性の発見、進路・就職情報の収集と分析、

進路・就職のための事前指導の強化及び時間帯の工夫、進路支援室の工夫。  

（３）学生相談の充実  

自己実現への支援、自己教育力の育成、好ましい人間関係の育成、相談体制の確  

立、相談時間の確保、個に応じた指導、共感的理解に基づく相談技術の向上。  

（４）行事の精選  

 学生生活の充実、学生の主体的参加、教育・保育現場に生きる企画と内容の精選。  

（５）教育実習・保育実習の円滑な実施  

  事前指導・事後指導の充実、実習に対する情報収集、実習先の開拓。  

（６）学科会議の充実  

  共通理解と共通行動、創意工夫、「報告・連絡・相談・確認・実行」の徹底。  

（７）専任教員と非常勤講師との連携強化  
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 全教員会の開催、教員室の相互交流。  

（８）家庭・地域との連携強化  

  学級懇談会の充実、公開講座内容の工夫、出前授業の促進、ボランティア活動の  

推進。  

 

３．指導の重点  

（１）基礎学力の定着  

  フレッシュマン・ソフォモアセミナー及び進路支援等と通して、基本的な事項を

反復練習させ、基礎学力を向上させる。  

（２）専門性と個性の伸長  

  専門的な知識や技能を身に付けさせるため、各自のめあてを明確化し、最後まで

やり通させてキラリと光る個性を伸長させる。  

（３）基本的な生活習慣の確立  

 規則正しい生活習慣を身に付けさせるとともに、あいさつ、マナー、言葉遣い、

身だしなみ等の社会性や常識等を身に付けさせる。  

（４）心の教育の充実  

  やさしさ、思いやり、協力、奉仕の精神等を身に付けさせ、ボランティア活動に

進んで参加させる。  

（５）進路支援の充実  

  進路支援講座（幼稚園教諭、保育士、編入学、一般企業や公務員等の採用試験の

傾向と対策）に年度当初より関心を持たせ、積極的に参加し、自らの目標達成に必

要な知識、技能を身に付けさせる。  

 

（ｂ）課題  

 本学科の教育目的・教育目標や求められる資質・能力については明確に示している

が、時代の変化への対応及び社会のニーズ等を的確に捉え、今後も教育目的や教育目

標及び学習成果について継続的に検討が必要である。  

 

 

［区 分 基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている］  

■基準Ⅰ-B-2の自己点検・評価  

（ａ）現状  

 こども学科の学習成果は、建学の精神や教育理念及び教育目標に基づき、教育課程

の編成・実施を通して、所定の単位を修得して短期大学士の学位と幼稚園教諭・保育

士の免許・資格の取得を明確に示している。この内容については、年度初めのオリエ

ンテーション及びガイダンスで学生に周知するほか、各専門科目担当者による授業ガ

イダンスで説明している。  

 シラバスには、各教科目ごとに目標、学習成果を明示している。特に、幼稚園教諭

免許及び保育士資格取得に向けた実習指導においては、「教育実習指導Ⅰ、Ⅱ」「保育

実習指導Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅱ、Ⅲ」において、教育職員免許法及び児童福祉法施行規則を順
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守するとともに、実習の各段階で到達すべき目標を具体的に示し、個々に応じた指導

を行いながら、学習成果と実習に取り組む姿勢を明らかにして実習に臨ませている。  

 学習成果の量的・質的評価の測定は、各科目の成績評価、学生による授業評価、教

育・保育実習評価、単位取得状況及び免許・資格取得状況等によって実施している。  

 各科目の成績評価は、筆記試験、実技試験、作品試験、レポート試験等で、成績は 4

段階（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）で評価し、合格はＡ・Ｂ・Ｃ、不合格はＤ評価、試験欠席な

どで単位認定できない場合は「Ｅ」の標語で表している。また、総合成績評価（GPA）

を示し、学生が学習成果に対してどの程度のレベルで単位を修得したかわかるように

数値化している。  

 

【４段階成績評価】  

 合格   不合格  認定不可  

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

100～80 点 79～70 点 69～60 点 59 点以下  試験欠席等  

                                     

（ｂ）課題  

 学習成果は、幼稚園教諭及び保育士として期待される資質、能力を育成し、それぞ

れの免許・資格を取得することで評価される。そのためには授業の改善・充実への取

り組みは欠かせない。しかし、それ以前に授業時数の確保に向けて、現在は祝日や休

日等も利用して、半期科目は 15 回、年間科目は 30 回の授業確保している状況である。

学生の自主的な学習時間や単位取得に向けた個別支援の時間的な確保も大きな課題で

ある。  

 

［区 分 基準Ⅰ-B-3 教育の質を保証している］  

■基準Ⅰ-B-3の自己点検・評価  

（ａ）現状  

学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令などは学生サービスセンター及び教務

検討会議で適宜確認し、法令順守に努めている。  

前学期・後学期の始まる前に非常勤講師を含む全教員会議を開催し、こども学科の

教育指導計画をはじめ、前学期の単位取得の状況、学生の授業への取り組み状況及び

教員の授業改善への取り組みについて共通理解を図っている。特に、授業改善につい

ては、担当者自らの点検・評価に加え、学生による授業評価アンケート結果も十分に

踏まえて取り組むことを確認している。さらに、教員がより良い授業を実践するため、

教員相互に授業を公開し参観することは、授業改善につながると考え、FD 活動の一環

としてオープンキャンパス時の模擬授業をはじめ、機会をとらえた授業参観・授業公

開に取り組んでいる。  

 

（ｂ）課題  

 学期毎の学生による授業評価アンケートを各教員にフィードバックし、各教員が自
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己評価しながら授業改善に向けて取り組む体制は整っているが、教育の質的向上及び

保証に向けてさらに組織的・計画的な授業公開及び授業研究会等、様々な取り組みが

必要である。  

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-C 自己点検・評価］  

［区 分 基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等実施体制が確立し向上・充実に向けて

努力している］  

■基準Ⅰ-C-1の自己点検・評価  

（ａ）現状  

 本学学則第 4 条には、「教育研究水準の向上を図り、目的及び社会的使命を達成する

ため教育研究活動等の状況について、自ら点検・評価を行う」とあり、これに基づき

自己点検・評価が実施されている。平成 22 年度には短期大学基準協会による第三者評

価を受審し、適格認定を受けた。平成 22 年度の自己点検・評価報告書はウェブサイト

上に公表した。平成 26 年度からは校務分掌に「自己点検・評価委員会」を位置づける

とともに、日常的な自己点検・評価の実施に努めているところである。  

 

（ｂ）課題  

 自己点検・評価活動は当然ながら教職員一人一人が取り組まなければならない責務

であるが、「自己点検・評価委員会」による適切な評価活動及び教職員の個々の職務に

応じた積極的な点検・評価が必要である。また、校務分掌組織として位置付けた「自

己点検・評価委員会」に関する規程も早急に整備する必要がある。  


